
広報 奥出雲 10広報 奥出雲11

役
場
か
ら
の
お
知
ら
せ

役
場
か
ら
の
お
知
ら
せ

対象車 内容
電気自動車等
H３２年度燃費基準＋２０％達成車
H３２年度燃費基準達成車

税率を概ね７５％軽減
税率を概ね５０％軽減
税率を概ね２５％軽減

対象車 内容
電気自動車等
H２７年度燃費基準＋３５％達成車
H２７年度燃費基準達成車＋１５％達成車

税率を概ね７５％軽減
税率を概ね５０％軽減
税率を概ね２５％軽減

車種区分
平成27年４月１日
以降に新車新規
登録された車

グリーン化特例（軽課税率）
（平成２８年度のみ）

２５％軽減 ５０％軽減 ７５％軽減
8 , 1 0 0円
5 , 2 0 0円
3 , 8 0 0円
2 , 9 0 0円
3 , 0 0 0円

1 0 , 8 0 0円
6 , 9 0 0円
5 , 0 0 0円
3 , 8 0 0円
3 , 9 0 0円

自家用
営業用
自家用
営業用

乗用

貨物用
４輪以上

３輪

5 , 4 0 0円
3 , 5 0 0円
2 , 5 0 0円
1 , 9 0 0円
2 , 0 0 0円

2 , 7 0 0円
1 , 8 0 0円
1 , 3 0 0円
1 , 0 0 0円
1 , 0 0 0円

車種区分 平成２７年度まで 平成２８年度から
7 , 2 0 0円
5 , 5 0 0円
4 , 0 0 0円
3 , 0 0 0円
3 , 1 0 0円

1 2 , 9 0 0円
8 , 2 0 0円
6 , 0 0 0円
4 , 5 0 0円
4 , 6 0 0円

自家用
営業用
自家用
営業用

乗用

貨物用
４輪以上

３輪

車種区分
最初の検査年から
１３年目まで

最初の検査年から
１４年目以降（経年車）

7 , 2 0 0円
5 , 5 0 0円
4 , 0 0 0円
3 , 0 0 0円
3 , 1 0 0円

1 2 , 9 0 0円
8 , 2 0 0円
6 , 0 0 0円
4 , 5 0 0円
4 , 6 0 0円

自家用
営業用
自家用
営業用

乗用

貨物用
４輪以上

３輪

車種区分
最初の検査年から
１３年目まで

最初の検査年から
１４年目以降（経年車）

1 0 , 8 0 0円
6 , 9 0 0円
5 , 0 0 0円
3 , 8 0 0円
3 , 9 0 0円

1 2 , 9 0 0円
8 , 2 0 0円
6 , 0 0 0円
4 , 5 0 0円
4 , 6 0 0円

自家用
営業用
自家用
営業用

乗用

貨物用
４輪以上

３輪

車種区分 平成27年度まで 平成28年度から
1 , 0 0 0円
1 , 2 0 0円
1 , 6 0 0円
2 , 5 0 0円

2 , 4 0 0円

2 , 4 0 0円
4 , 0 0 0円
1 , 6 0 0円
4 , 7 0 0円

５０cc以下
５０cc超９０cc以下
９０cc超１２５cc以下
３輪以上（ミニカー）

農耕作業用
その他 

原動機付自転車

雪上車
小型２輪（２５０cc超）

２輪（側車付を含む）
（１２５cc超２５０cc以下）

小型特殊自動車

2 , 0 0 0円
2 , 0 0 0円
2 , 4 0 0円
3 , 7 0 0円

3 , 6 0 0円

3 , 0 0 0円
6 , 0 0 0円
2 , 0 0 0円
5 , 9 0 0円

　平成２６年度、平成２７年度の地方税法等の一部改正によって、平成２８年度から軽自動車税
が以下のように変更になりました。

①軽４輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例（軽課）について 
　平成２７年度（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）に新車新規登録をした一
定の性能を有する軽４輪車等（３輪以上の軽自動車）について、その燃費性能に応じたグリーン
化特例（軽課）を導入し、軽自動車税を軽減します。 

対象及び軽課割合
【軽乗用車】

【軽貨物車】

※「電気自動車等」：電気自動車及び天然ガス自動車（ポスト新長期規制からＮＯx１０％低減）
　とする。        
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成１７年排出ガス基準７５％低減達成車　
　（☆☆☆☆）に限る。

軽課を適用した場合の税率

②原付や１２５ｃｃ以上のバイク、農耕作業用小型特殊自動車など

③４輪以上及び３輪の軽自動車（「初度検査年月」によって税額が異なります）
「初度検査年月」が平成１４年以前のもの（経年車）

「初度検査年月」が平成１５年～平成２７年３月（既存車）

※最初の検査年から１４年目を経過した年から変わります。
　例）４輪乗用自家用で「初度検査年月」が平成１５年から平成１６年３月まで  
 　　平成２８年度まで　7 , 2 0 0円、平成２９年度から　1 2 , 9 0 0円
　　　４輪乗用自家用で「初度検査年月」が平成１６年４月から平成１７年３月まで  
 　　平成２９年度まで　7 , 2 0 0円、平成３０年度から　1 2 , 9 0 0円

「初度検査年月」が平成２７年４月以後（新車）

※注「初度検査年月」は、自動車検査証の「交付年月日」の右欄にあります。

お問い合わせ先　税務課（横田庁舎）　有線　２０－４１０２、電話　５２－２６７１

平成28年度以降の軽自動車税が変わります！平成28年度以降の軽自動車税が変わります！
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